
「春マルシェ＆来て、見て、体験！防災 Day キャンプ」企画運営業務 

公募型プロポーザルに関するご質問及び回答について 

 

 質問 回答 

１ ・業務の一部について協力事業者が参画

することは可能でしょうか。また可能な

場合、「配置従事者調書（第 4 号様式）」

に記載すればよろしいでしょうか。 

・可能です。その場合は、配置従事

者調書に記載をお願いします。 

２ ・「企画提案書」「配置従事者調書」「実

績調書」等で、社名、実名の掲載は差し

支えありませんでしょうか。 

・社名、実名を掲載いただきますよ

うお願いします。 

３ ・「企画提案書（第２号様式） １提案内

容資料」に、類似業務の実績、見積金額

の記載がありますが、それとは別に「類

似業務に係る実績調書（第 5 号様式）」

「見積書（第 3 号様式）」を提出すると

いうことでしょうか。 

・各様式について、一部重複する部

分もあろうかと思いますが御提出を

お願いします。 

４ ・「提案内容資料」は A４のご指定はあ

りますが、縦・横、フォントサイズ、枚

数等の指定はありますでしょうか。 

・指定はございません。 

５ ・メールにて提出書類を送付する場合、

PDF の提出方法に指定がありましたらお

教えください。（例、各様式ごとに PDF

にする、全て一括で PDF にする、データ

サイズの上限など） 

・PDF の提出方法に指定はございま

せんが、受信できる添付ファイルの

上限が１０MB となっていますので

御留意下さい。 

６ ・「類似業務に関わる実績調書（第 5 号

様式）」に掲載する類似業務の条件（終

了ずみのみ、現在進行案件でも可能、な

ど）がありましたらお教えください。 

・条件はございません。本事業の参

考になるものであればご記入願いま

す。 

７ ・モバイル屋台には電源はついています

でしょうか。 

・電源はついておりません。 

８ ・屋台を担当する事業者（グループ、個

人含む）が金銭を介する物販等を行って

も良いのでしょうか。また、物販等が可

能な場合、取り扱ってはいけない商品

（飲食、アルコールなど）や注意事項な

どなどがありましたらお教えください。 

・イベントの中で物販を行っていた

だくことは可能ですが、京都市都市

公園条例に基づき、使用料（日額

130 円/㎡）を支払っていただく必

要があります。 

・販売する物品については、その内

容や価格が公園内での販売として不



適当な内容でないことを条件として

いますが、アルコールについては、

特段禁止していません。 

９ ・SAIKO サポーターの活動に関する謝金

等の取り扱いについて、事前の取り決め

や配慮事項がありましたらお教えくださ

い。 

・謝金の取扱い等取決め事項はあり

ません。 

10 ・当事業の事務局と SAIKO サポーターと

の連絡方法についてお教えください。 

・複数の事業者から洛西“SAIKO”

サポーターへ問合せが入りますと、

サポーターの方が混乱する恐れがあ

りますので、受託者として決定後、

本市からサポーターへ取次ぎを行い

ます。 

11 ・公園内でイベント等に利用できる電

源、水道に関する利用状況をお教えくだ

さい。 

・イベント等のための電源について

は、原則、申請者で用意いただくよ

うお願いしています。水道について

は、公園内の手洗水栓を利用してい

ただくことは可能ですが、独占的な

利用はお控えください。また、調理

等で利用した排水については、お持

ち帰りください。 

12 ・公園内で防災キャンプにおける焚き火

台を使用した焚き火は可能でしょうか。 

・公園内での焚き火については原則

許可していませんが、防災を目的と

した取組の場合であって、規模、手

法、内容、目的によっては許可でき

る場合があります。 

 


